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平成21年12月4日  

厚生労働大臣  
長寿 昭 様  

厚生労働省がん対策推過隠滅全会長  
垣添 忠生  

平成近年度胸改定における  

がん触に関する提案について  

平成出年度扇〉療報酬改定に向けた検討については、今後、中央社会保険医疾協濁会  

（中医協）などにおいて取りまとめられる内容を踏まえて行われることとなる（第10  

回厚生労働省がん対策推進協議会（平成21年6月）においては、がんに関わる診療報  

酬についての攫言の必要性について指茹があった。また、第10珂厚生労軌省社会保障  

審議会医療部会（平成21年11月）においては、「がん医鞭の推】勘を来年度診療稗劉  

改定の基本方針の「充実が求められる領域を適切に評価していく視点」に加え、がん対  

策推進協液会での放論との整合性を図るべき、との指摘があった，中医協においても、平  

成22年度改定における詑項目の「今後の主な検討項目例」に、がん領域があげられ  

ている，  

がん対策推進脇議会は、「平成㍊年度がん予弄提案書～元気の出るがん対策～Jを平  

成21年3月に厚生労蜘大臣に提出した。この提案婆において指摘したがん対策・がん  

診療における閉場点は、がん干草だけによって対処できるものだけでなく、診療報酬改  

定によって初めて解決が見出されるものが多い，  

これらをふまえ、がん対策推進協議会では、がん医療の推進に関する診療報醗での対  

応についての意見をとりまとめ、平成22年度診療報酬改定に向けたがん対策を推進す  

るための評価の検討について、長安昭厚生労働大臣に提出するものである，  

平成㍑年度診血報酬改定に向けた  

がん対策を推進するための許すの検討について   

国民の死亡原因の第一位であるがんの対動こついては、平成19年のがん対諾基本法  

の施行を契機として、様々な施策が推進されてきたものの、がん医凍を提供する医療資  

源は脆弱であり、いわゆる「がん綬民」間借等の解決には至っていないのが実情である，  

長期にわたって持続可能な医療攫供体制を維持するにあたっては、税や保険料の負担  

増と給付の関係について、広く国民と議論した後、コンセンサスを経たうえで決定する  

とともに、診療観酬を含む医療費の効率的使用と医療の質の向上が不可欠である，また、  

がん医療においても均てん化と標準治療の推進等によって無駄の削減にも努めなけれ  
ばならない。しかし一方で、がん対策基本法に基づくがん対照推進基本計画を遂行する  

ためには、がん医鮒こ関する診療報鰍こよる評価を充実させることが不可欠である。  

がん医療の推進については、社会保障審議会琴でもr充実が求められる領域を適切に  

評価していく視点jとされており、がん対策基本法やがん対策基本針偏においても、r放  

射冷療法及び化学療法の推進」「治療の初期段階からの緩和ケアの実施j が記されてい  

る，また、rがん難民j間領等の解決には、拠点病院と地域の医療機関の連携や、在宅  

医療・妨間者逓¢）充実も重要である。平成22年庚診療報酬改定に向けた検討について  

は、今後、中医脇などの場において行われることとなるが、こうした視点をふまえてが  

ん対策の充実が図られるた桝こ、平成22年度診療報酬改定において適ぢ別こ評価される  

よう配慮を求めるものである，  

（※）なお．杜粂保障響蕃会等において群生労供省上り提示されている資料「平成22羊度診療報酬改定の  

視点等について」では、診療報相改定にあたっての方向性として、†救急、産科、′ト児、外科等の医療の市  

乳「病院責務医の負担の慢爬（医療従事者の増員に努める医療職欄への支援）」の12つの止点謀榎」と、  

r充実が求わられる胃域を遺t那こ評価していく視点り患者からみて分かりやすく納彿でき、安心・安全で、  

生活の甘にも配慮した医療を実現する視点」鳩態と介絹の機能分化と遊携の推進等を通じて、質が高く効  

率的な医療を裏現する軋点j r効率化の余地があると思われる触域を遡正化する視点Jの「4つの視点Jが  

示されている．  

以下、四のがん対薄推i延基本計両にぁる分野別日一幕を基本とした各分野において、がん対策の経過にあ  

たって診堀割僧にて野良を検付すペき1体的な項目を、参考として例示するとといこ、それらの項巨が上  

記r2つの皿点謀儀Jr4つの視点一とどのように関連しているのかについても撞示ナる．  
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社会職舶琴におし、て卑生柵省上り晰れn沌軒即W柳窪の腋鳥獣こノ刃、て」の楠  

くん領域における平成㍑年度診療銀嶺馳走に かかる絵討主項例  
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辱」と関連がある鍬こ0  
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庄）1症化の予防  

匹療と介繍の何色分化と連携の推遭等を通じて、貫が高く効率的な度療々実現する捜慮  
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がん対策の推進にあたって、診療細において評価を検討すべき具体的な項目を、以  

下に概説する。  

全仕分野 がん射豊全般にかかる竃頂  

（l）現状と課題  

（ア）がん医療の質の“見える化”  

がん医療の質のいわゆる「見える化」（可視化）が十分でなく、がん医療の常に対  

する評価も十分でないことに加え、診療報酬体系においても、医療掩関が「見える  

化」へ向けた努力が評価されないため、インセンチィプが働かない，  

（イ）がん医療グ）質の評価  

がん医療の各分野（がんの診断から治療、経過観察、緩和医療、終末期医療の各分   

野）の質を評価する指標に対して、診療報酬での対応が十分でなく、がん医療の各  

分野の向上に資ナる質の評価が適切に行われていないら  

（2）論点  

（ア）がん医療の質の“見えるイヒ”  

二次医棟欄域における医療機関のがん治療のプロセス指標ヤアクトカム指標に関   
する情報を収集・分析し、がん医療の比軌評価及び住民への公開を行うベンチマ   

ーキングセンターをがん診療連携拠点病院等に設置することについて、診療報酬に  

て新たに評価する考え方を取り入れてはどうか▲  

（イ）がん医療の皆の評価   

がん診廉連携拠点病院等において、がん医療の各分野（がんの診断から治療、経過   

観察、緩和医療、終末期医療の各分野）の質を、アウトカム指標の達成率によって   

診療報酬を加茄もしくは減弄することについて、新たに評価する考え方を倹附して  

はどうか。   

個別分野1御者の育成   
（り 現状と課題  

（ア）放射旅療法の推進  

放射諒療法の推進にあたっては、放射釦台痴の専門医（例：放射剃堕疫学会認定医）、   

放射線治療を専門とする診療放射裾技師、医学物理士及び放射線品質管理士の配置  

の必要性がかねてより花椿されている。また放射施療法における照射計画の策定、  

ファントム横型による照射線歪の測定、小線源による組織内照射、治療後の管乱  

放射性物質の適切な管理についても、適切な評価がされていない．  

（イ）化学療法とチーム医療の推進   

腫瘍内科や血液内科など、化学療法に関わる専門医（例；臨床腫瘍学会によるがん  

薬物療法認定医）、専門・誰定看護師、専門薬剤師によるチーム医療が、効果的か   

つ安全な治療に不可欠であるが、インセンチイブに乏しく、レジメン委員会におけ  

る化学療法のフロトコル管理についても十分な手当てがなされていない。  

（ウ）入院および外来化学療法の推進  

外来化学療法と比′く、入院化学療法についてⅠま十分な評価が行われていないととも  

に、また外来化学療法についても医療機関の負担の大きさに比してインセンティプ  

が少なく、外来における患者ケアも不足している。  

（ェ）がんにおける診療項目の評価   

手術療法における手技の評価や、術中迅速病理検査の評価、遠隔病理診断の評価、  

キャンサーボードにおけるカンファレンスに対する評価、外来服薬指導への評価な  

ど、がん医療を支える種々〝）診療報酬上の評価が必要であるが、その重要性につい  

て評価が低い，  

（2）論点  

（ア）放射線療法の推進   

放射線治療の専門医、放射康治療を専門とする診療放射線技師、医学物理士又は放   

射線品質管理士を常勤で配置した場合に、配置した医療機関に対してその人数に応  

じて段階的に評価を行ってはどうか，また、放射線療法における照射計画の策定、  

ファントム模型による照射線盈の測定、小練塀による組織内照射、治療後の管理、   

IMRT（強度変調放射締結療）、アイソトープ内用療法、放射性物質の適切な管理に  

ついても、加算するなどの評価をしてはどうか。  

（イ）化学療法とチーーム医療の推進   

化学虎法に関わる専門医や、専門・認定看護師、専門薬剤師を配置した場合に、配  

置した医療機関について、さらなる評価を行ってはどうか。また、レジメン（投与  

計画）委員会における化学療法のプロトコル（治療計画）管理や危険製剤の処掛こ  

ついて、新たに評価を行ってはどうか．  

（ク）入院および外来化学療法の推進   

入院化学療法についても、十分な評価を行ってはどうか，また、外来化学療法につ  

いても、外来化学療法加算を加えて評価するとともに、外来診療部門に患者対応を  

行う看獲師の専従配和こついて、さらなる評価を検討してはどうか．  

（ェ）がんにおける診療項目の評価  

専門医により質の担保された診療部門での化学療法や、手術療法におけろ技量の必  

要な手技を細分化して点数を加点することについて、新たに評価してはどうか．ま  

た術中迅速病理検査、遠隔病諾点断の評凧キャンサーボードにおけるカンファレ  

ンスに対する評価や外来服薬指≒酎こついても、がん医療を支える観点からさらなる  

評価をしてはどうか。  

個別分野2 緩和ケア  

（1）現状と課題  

（ア）緩和ケア診療加葬   

緩和ケアは入院患者のみならず、外来患者にも必変とされているにもかかわらず、   

緩和ケア診療加葬を芥定できるのは十1阻の入院患者に限定されている。また、緩和   

ケアを提供する医療資源が相当程度不足しているにもかかわらず、点数が低い1  

（イ）接和ケア研修修了者の配置   

がん診療に携わる医療者への緩和研修について、がん診療連携拠点病院の義務とし   

ての研修が不十分になっているとの指拝もあり、研修仕丁者の配起に対する医療機   

関のインセンティプもないため、研修の受講や修了者の配遣が促進されない⊃  

（封 論点  

（ア）緩和ケア診療加算   

算定が入院患者に限定されている緩和ケア診療加芽を、外来診療にも拡大してはど  

うか，また、堰和ケア診療加算の点数や、専門性の高い医療従ヰ者を配置する緩和   

ケア病棟の入院基本料を引き上げてはどうかっ  

（イ）緩和ケア研修修了者の配置  

がん診療に携わる医療者への緩和研修について、①国立がんセンター、日本緩和医  

療学会の緩和ケア指導者研修の修了者、②国の定める基準に基づく12時間コース  

の研修の修了者、③その他、①②に準ずる座学やロールプレイ、実地研修など、【  

走の質が担保された研修の修了者の医療機関への配置に対して、診療報酬にてさら  

なる評価を検討してはどうか、  

個別分野3 在宅医療（在宅緩和ケア）  

（1）現状と課題  

（ア）在宅医探の充実  

がん終末期における在宅医療は、患者の全身状態の不良などにより、医療者や家族  

の負担はきわめて大きいにもかかわらず、病状急変時の緊急入院病床の整備等によ  

り、手厚い在宅医療を提供する施投に対してなど、全般にわたって診療報酬の評価  

が低い。  

（イ）在宅医療ネットワークの構築  

病院と在宅医療支援診療所との連携や、病院（医師）と訪問者軍機関（看桟職）と  

の連携、在宅医療病診連携∴′くスの策定を通じた連携が不足しているために、在宅医  

療の効率的なネットワーク相集が進んでいない。  

（ウ）医療と介護の連携  

がんの在宅緩和ケアでは、病院や在宅医療支援診療所など医療提供者のみならず、  

介建提供者と医療提供者との連携が必要であり、退院困難な要因や介硬を必要とし  

ているがん患者については年齢を問わず、職種を越えた緊密な連携が求められるが、   

その連携は不十分であり、介護資渡による効果的なサポートが得られていない，  

（ェ）大規検診療所と医療従事者の育成  

質の高い在宅医療を提供し得る大親株在宅ケア診療所への診療報酬での評価の不  
足に上り、在宅緩和医療の丑的拡大とハブ化が遅れている．また、医療従事者が実  

地にて在宅援和医療を学べる施設が少なく、医療従事者の育成が進んでいない。  

（む …会点  

（ア）在宅医療の充実   



手庫い在宅怪療を提供する在宅療養支援語頭所への診療報酬の点数を引き上げて  
はどうか．また、医療機関が空床を確保し、終末期にあるがん患者の緊急入院の受  

け入れを行うことに対して、診療報酬にて評価してはどうか⊃  

（イ）在宅医療ネットワークの構築  

病院と在宅診療所の合同カンファレンスの開催や、病院と肪悶着洋事業所との連携、  

地域連携クリティカルパスに基づく患者の紹介に対して、診療劉訊こて新たに評佑  

してはどうか。  

（ウ）医療と介護の連携   

後期高齢者退院網盟加筆について、後期高齢者への限定をなくし、退院困茫な要周  

を有するがん患者などについても算定を可能とするとともに、保旗医療検閲のみな  

らザ介護保険施股への転院や、退院後の匠疾と介喋の相互連携についても、新たな  

考え方を放り入れてはどうか。  

（ェ）大横摸診療所と医療従事者の育成  

質の補い在宅医療を■僅供し、地域における在宅緩和ケアを普及させる機能を有する  

スタッフの充実した大規模な在宅療養支援診療所に対して、診痘組群での新たな評   

価を検討してはどうか，また、それらの施投を緩和ケアにおける専門教育撞関とし   

て組定し、診療報酬での新たな評価を検討してはどうか，  

個別分野4．診療ガイドラインの作成（榎塑治療の推進）  

（り 現状と泄  

（ア）DPCデータや臨床指標の開示   

標準治廟の推進と医療費の適正化において、DPCの見たす役割は重安であるが、   

DPCによる評価見直しを適時かつ適正に進めるための、DPCデータや臨床指標の   

開示が十分でなく、がん医療の質の向上を阻害する一因となっている⊃  

（イ）診療ガイドラインの推進  

がんに関わる診療ガイドラインが、全てのがんにおいて策定されておらず、策定さ  

れているがんについても更新が十分でないたわに棟碑治療の推進が遅れ、不適切な  

治療が行われる一因となっている，  

（ク）セカンドオピニオンの推進  

治環の質を担保するセカンドオピニオンについて、セカンドオピニオンを横供する  

医療機関の負担が大きいにもかかわらず、塊状では紹介する医糾関のみに診療報   

酬上の評価がされており、セカンドオピニオンの推進を妨げている。  

（む 五亀点  

（ア〉DPCデータや臨床指席の開示   

個別診項行為の評価や病院全体の評価に資するためのDPCデータや、死亡率、寛   

解率等のアウトカム指標に基づくデータを解析し、住民に対して公開している医療  

鯛に対して、診療硝釧にて新たに評価する考え方を取り入れてはどうか。  

（イ）診療ガイドラインの推進  

がんに関わる診療ガイドラインの策定されているがんでけ、学会等により策定され  

たガイドラインに基づいて院内クリティカルパスを作成し、患者・家族への説明を  

行い治療を行っていることに対して、第疲報酬にてさらなる評価をしてはどうか，  

（ク）セカンドオピニオンの推進  

治療の質を担保するセカンドオピニオンの推進に資するために、セカンドオピニオ   

ンを紹介した医療機関のみならず、セカンドオピニオンを受け入れた医療機関にお  

いても、診療報酬にて新たに評価する考え方を取り入れてはどうか，  

個別分！野5 医療舶の整備等（がん紬休刺ネットワーク）  

（1）現状と掴  

（ア）地域連携とその他の速挽   

回のがん対努推進基本針薗にて、地域連携クリティカルパスの推進が定められてい  

るが、負担の大きさに比して医餓関でのインセンチイブがなく、普及が進んでい   

ない．また、いわゆる病病連携や薬薬連携についても、十分な評価がされていない。  

（イ）がん診療体制の充実度に応じた評価   

都道府県がん診療連細長病院制度と地域がん診療連携拠点病院が整備、措定され  

ているが、拠点病院の指定要件を請たしながらも、地域の寝情により指定されてい  

ない医療職関が存在し、がん診療連携拠点病院加覇などの支援策が存在しないJ  

くり）がん華氏をなくすために努力している医療徴関の評価  
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病診連携等の過程で速桝がうまくいかず、患者が適切な医療機関を受診できなくな  

る、いわゆるがん績民間増が存在するが、柄診連携の充実に努めている医療栂関が   

評価されザ、がん華氏間輌消に対する努力が進まない実情がある、  

（2）■d  

（ア）地域連携とその他の連携  

がんの地域連携クリティカルパスの策定と普及を稚蓬するために、診疎闊酬におい  

て新たに評価する項日を取り入れてはどうか。また、いわゆる柄病連携や茶系連携  

の推進についても∴診療報酬にて新たに評価する考え方を取り入れてはどうか．  

（イ）がん診探体制の充実度に応じた評価   

地域の♯情により、がん診療連携拠点病院の要件を沌たしていながら、その指定を   

受けられない病院に対し、放射線治療、化学療法、鍛和ケアをはじめとする診療体   

制が整っている医療穐関に対して、現在のがんお療連携拠点病院に叩じた診療矧   

が確保できるよう、評価してはどうか．  

（ク）がん難民をなくすために努力している医据機関の評価   

地域におけるがん農民の数を把撞し、発生原因、防止兼を検討し、関係槻開とがん   

篭疾ネットワークを構築して、その低減に向けて努力している医療掩関を評価して   

はどうか。または、がん患者に対して適切な医療柊関の紹介をせず、結果としてが   

ん難民を生み出している医療楕関について、診療醐を減算してはどうか．  

個別分野6 がん医療に崩する相強支欄應よび情報橿験  

（り現状と課題  

（ア）相談支援センターの充実  

がん形療連携拠点病院の相続支援センターの相続鼻については、相級長を配置する  

インセンティプが医柵開にないために、相棋員の配置転換などに伴う桝串が高  

くなり、相紋支援センターの質の低下により患者相頂が不十分となっている，  

（イ）相談支援センターと患者団体の連携  

国のがん対策推進基本計画にて、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者   

団体等との連携が記されているが、医療機関へのインセンチイブがなく、医療資源  

としての患者団体と相談支援センターの連携体制が進んでいない，  

（2）tl点  

（ア）相談支援センターの充実   

がん診即納拠点病院の相談支倭センターへの専従相談員の配置に対する、がん診   

療連携処点病院加算の点数を上げることや、国立がんセンターで研修を受けた肴雷萎  

師や専門看搾師・駆足奇態肺、MSW（メディカルソーシャルワーカー）等の相談   

員が相談支援センターで受ける相談について、常勤の相脚数、配置体制又は相続   

実損に応じて、段階的に診療紺にて新たに評価する考え方はどうか。  

（イ）相談支援センターと患者団体の連携   

一定の質が担保された研修を修了した、患者・家族などのピアサポーターが、がん   

診療漣娩拠点病院の相較支頓センターにて、著囁師やMSWと連携して患者相俄を   

行う場合や‥患者・家族の交流の揚を提供している医療職関、患者団体の運営や活   

動に対する技術的な支援を行っている医療機関を、その巣窟に応じて鯛的に診療  

報酬にて新たに評価する考え方を倹附してはどうか。  

個別分野丁 がん豊鐘  

（り 現状と朗  

（ア）がん登録に関わる職員の配置   

がん登録の推進にあたって、登録事殊に関わる朋の育成や採用にあたって負担が  

大きいにもかかわらず、配置に際しての医療機関のインセンティプに乏しいために   

職員の採用が進まず、他の医療従事者にがん登録に係る負担が及んでいる。  

（イ）地域・院内がん登録   

地域がん登録および院内がん登録へ医療機関が参加するインセンチイブが乏しく、   

医療磯瀾の参加が進まない，また、がん患者の在宅死を把握するデータが不正確で  

あり、がん登録全体の正確さに膵を与えている，  

（2）論点  

（ア）がん登録に関わる朋の配置   

がん診療連携拠点病院等が、国立がんセンターで研修を受けた診療情報管理士等の   

院内がん強敵従事者を配置し、国が定める方式で院内がん登録を実施し、国立がん   

■  



センターにその情報を定期的に提供している輯合について、がん慧療連携拠点病院  

加算などで評価してはどうか。また、院内がん登録の対象となっていないがん患者  

においてIi、診療報酬を戒扉するなどの新しい考え方も検討してはどうか，  

（イ）地域・院内がん登録  

地域がん登録おょび院内がん登録に参加する病院について、登録数に応じて段階的  

に病院加第を新たに取り入れてはどうか．，また、地域がん登録に参加しない医療機  

関または院内がん登録を実施しない医療機関について、診療織酬の減算を検討して  

はどうか】在宅療養支援診療所から地域がん登録事務局に対して死亡報告をする場   
合、その報告数に応じて段階的に診療報酬を加号：tしてはどうか，   

個別分野8 がんの予防（たばこ対策）＿   

（1）現状と課題  

（ア）たばこ依存への治療と禁煙対策  

日本も批准している「たばこ規制枠組集約」では、たばこ依存への治療機会の提供   

や、そ〝漕用を妥当なものとすることが求められている，また、受動喫煙防止に関  

する厚生労働省検討会報告番にて、医療韓関を含む公共的空間での原則全面禁煙が  

求められてい引こもかかわらず、対策が不十分である．  

（2）論点  

（ア）たばこ依存への治療と禁煙対策  

ニコチン依存症管理料については、禁煙指導・禁煙対策においてこれ吏で成果が上  

がっているため、今後更なる充実・強化をしてはどうか。また、敷地内禁煙を実施  

していない医凍機関においては、全ての診療報酬を減算するなど♂）新しい考え方を  

検討してはどうか，  

個別分野9 がんの早期発見（がん横臥  

（り 現状と課題  

本分野については、主に補助金、科研絆、制度面などにて対応すべき分野と考えられる  

ため、鵠療報酬で♂）対応策については割愛する。  

個別分野10 がん研東  

本分野については、主に補助金、科研費、制度面などにて対応すべき分野と考えられる  

ため、診療報酬での対応策については割愛する．  

個別分野11疾病別対策  

（t）現状と閲  

（ア）小児がんと稀少がん  

小児がんや稀少がんなど、患者数の少ないがんについての医療機関のインセンチイ  

ブが乏しく、医療機関は恒常的に赤字での診療を余儀なくされており、医療機関内  

での不採算部門としての閉鎖など、診療内容に影響が出る懸念がある。  

（イ）長期生存者のフォローアップ  

がんの治療成鎖の向上に伴い、長期生存者が増加しているが、そのフォローアップ  

に伴う医療機関へのインセンチイブが乏しく、特に小児がんの長期生存者について  

は、小児がん専門施設・診療科や成人の診療科でク）フォローアップが不足している。  

（ウ）リンパ浮腫   

リンパ浮腫指導管理料は、対象疾患は子宮、約立腹、乳腺の悪性腫疹などに限られ、  

また入院治療に限られているが、他の悪性腫瘍に対する治療や放射線治療に上って、   

リンパ節が切除またはリンパ管が細くなって発症する患者や、外来7台横車に発症す  

る患者も多く、リンパ浮腫の病態や治療に即した対応となっていない，  

（か 論点  

（ア）小児がんと稀少がん   

小児がん専門施設・診療科や都道府県拠点病院などにおいては、小児がんや診断の  

困紫な稀少がん（例：抱色細胞腫、成人丁細胞白血病）の診断・治療、当該医療機  

関や診療科での診断、調剤に要する手間、子どものための遊戯スペースなどを設置  

している場合に対して、さらなる加算をしてはどうか。  

（イ）長期生存者のフォローアップ   

がんの長期生存者に対するメンタルケアなど、積極的にフォローアップを行ってい   

ることを診療報酬で評価するとともに、特に′ト児がんについては、′ト児がん登録に  

路力している医療擬関や成人の診療科での小児がんのフォローアップに対して加   
弄するなど、新しい考え方を取り入れてはどうか，  

（ウ）リンパ浮腫   

リンパ浮腫指導管理料について、子宮、前立腺、乳腺など一部の悪性腫瘍や治療に   

対して入院中l回の算定に限られているが、対象疾患を慈性腺将全般に拡大し∴放   

射線治療後の患者にも適用するなど、対粂疾患と芦定回数を拡大するとともに、外   

来においても評価してはどうか，  




